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会 議 の 経 過 

議  長（下田敏美君） 

  起立願います。 

  おはようございます。 

  着席ください。 

  本日の欠席議員を報告いたします。１番、松村英子君から欠席する旨の通告がありました

ので、報告いたします。 

  ただいまの出席議員数は11名であります。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから令和７年第１回六戸町議会定例会を開会いた

します。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

開議（午前１０時００分） 

 

議  長（下田敏美君） 

  日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、六戸町議会会議規則第124条の規定により、議長において、 

    １０番  川 村 重 光 君 

    １１番  山 本   実 君 

 の両名を指名いたします。 

  次に、日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

  会期決定前に、議会運営委員会委員長の報告を求めます。 

  ７番、久田伸一君。 

 

議会運営委員長（久田伸一君） 

  報告をいたします。 

  去る２月３日告示となり、本日招集されました令和７年第１回六戸町議会定例会の会期等

に関して、２月21日午前10時より議会運営委員会を開催し審議した結果、本定例会の会期

は、別紙会期日程案のとおり、本日２月28日から３月６日までの７日間とすることに決定を
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いたしましたので、議員各位には当委員会の決定にご賛同くださいますようお願いを申し上

げまして、報告といたします。 

 

議  長（下田敏美君） 

  議会運営委員会委員長の報告が終わりました。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、委員長報告のとおり、本日２月28日より３月６日までの７日間といた

したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議  長（下田敏美君） 

  ご異議なしと認めます。 

  よって、本定例会の会期は本日２月28日より３月６日までの７日間と決定いたしました。 

  次に、日程第３ 諸報告を行います。 

  地方自治法第121条第１項に基づき出席要求した者及び委任による出席者の氏名について

は、お手元に配付してあります出席者名簿のとおりであります。 

  次に、一部事務組合議会議員による組合議会報告を行います。 

  十和田地域広域事務組合議会報告、11番、山本実君。 

 

１１ 番（山本 実君） 

  おはようございます。 

  十和田地域広域事務組合の報告をいたします。 

  去る令和７年２月20日、十和田市消防庁舎３階講堂におきまして、令和７年第１回定例会

が開催されました。 

  当日は13時30分より全員協議会が開催され、この中で事務局より、十和田ごみ焼却施設

の整備についての説明がありました。 

  内容は施設の老朽化に伴い新しい工場の建設計画をするということであり、2026年度か

ら基本構想策定を進め、2032年から2035年度にかけて建設工事を実施し、2036年度から使

用する予定の計画であるということの説明でありました。 
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  事業費につきましては、255億3,300万円と見込んでいるとの説明でありました。 

  この後、定例会に提案される議案の説明と定例会開催に必要なことを確認し合い、定刻の

15時より第１回定例会に入りました。 

  定例会では３名の議員から一般質問がありました。 

  まず初めに、太田議員から一般行政と消防行政、広域行政の方向性について。 

  氣田議員からは、ごみ行政について。 

  戸来議員からは十和田最終処分場についてと六戸衛生センターについて。また、火葬場に

ついての一般質問がなされております。 

  一般質問終了後、議案審議に入りました。 

  提案された議案は議案第１号から議案第14号までの議案14件であります。 

  いずれの議案も提案どおり議決され、閉会をいたしました。 

  なお、関係書類につきましては、事務局に届けておきましたので、閲覧される方は事務局

にて閲覧をしていただきますようお願いを申し上げ、報告といたします。 

 

議  長（下田敏美君） 

  以上で一部事務組合議会議員による組合議会報告を終わります。 

  次に、町の監査委員から例月出納検査の結果報告書が提出されておりますので、報告いた

します。 

  なお、お手元に配付してあります例月出納検査結果報告書は、令和６年11月分から令和７

年１月分までの３か月分であります。いずれも計数的に誤りがないと報告されております。 

  次に、議長並びに議会関係活動報告については、お手元に配付してあります活動報告書に

より報告に代えさせていただきます。 

  次に、日程第４ 提出議案の一括上程を議題といたします。 

  本定例会に町長より提出されました議案は、承認第１号の承認１件、議案第１号から議案

第17号までの議案17件、諮問第１号から諮問第２号までの諮問２件、合計20件であります。 

  これを一括上程いたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

 

町  長（佐藤陽大君） 
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  皆様、おはようございます。 

  令和７年第１回六戸町議会定例会を招集いたしましたところ、各議員の皆様におかれまし

ては、公私ともにご多用中のところご出席をいただき、心から御礼を申し上げます。 

  本定例会では、承認１件、議案17件、諮問２件の計20件を提案し、ご審議をお願いたし

ますが、提案理由の説明を申し上げます前に、町の出来事について申し述べさせていただき

ます。 

  年が明けての１月５日に消防出初式が挙行され、消防関係者約120名が参加いたしました。

天候にも恵まれ、消防団員が整然とした分列行進と勇壮な車列行進を披露し、その後、式典、

無火災祈願を行いました。改めて、町民の生命と財産を守る決意をしたところであります。 

  １月６日には、町文化ホールにおいて、功労者表彰式並びに町民新年祝賀会が開催されま

した。 

  表彰式では、長きに渡り町長として町政の発展に寄与された吉田豊氏と、防犯指導隊員と

して長年防犯活動の推進に貢献された折舘義則氏を表彰いたしました。これまでのご功績に

心から敬意を表し、感謝申し上げますとともに、今後のさらなるご活躍をご期待するもので

あります。 

  続いて行われた町民新年祝賀会では、前青森県知事の三村申吾氏を講師にお招きし、ご講

演をいただき、町のさらなる発展を誓い、新年を迎えることができました。 

  また、２月21日に開催された六戸町文化・スポーツ賞表彰式につきましては、各分野にお

いて優秀な成績を収められた方や、町の文化並びにスポーツの振興に尽くされた29名の個人

と７団体に対し、表彰を行っております。 

  六戸町立義務教育学校六戸学園建設事業につきましては、令和７年４月１日の開校に向け、

関係者のご協力の下、工事を進めているところであります。工事の進捗状況について、各方

面からご心配をいただいておりますが、校舎、体育館、バスレーン及び机、椅子等の備品搬

入など、年度内に全て完成することができる見込みであり、４月１日の開校式典はもちろん、

４月８日の入学式に児童生徒を迎えられるよう万全の体制を整えております。 

  また、懸念されておりました校庭グラウンド工事につきましては、５月の連休までに工事

を完成させ、六戸学園で初の運動会開催に支障のないよう進めてまいります。 

  そのほかの工事ですが、町立図書館工事は、６月１日の開館に向けて、蔵書整備を含め進

めている状況にあります。 

  駐車場舗装やフェンス設置などの外構工事につきましては、７月31日の完了を目指し、順
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次工事を進めてまいります。 

  どの工事につきましても、冬期間の状況から大変厳しいものとなっておりますが、六戸学

園建設事業全体で施工体制を整え、各社連携の下、当初の計画から遅れる工事も一部ござい

ますが、六戸学園の児童生徒が安心して登校できるよう教育環境の整備をしてまいります。 

  改めまして、議員の皆様方には、より一層のご理解とご支援を賜りますようよろしくお願

いいたします。 

  次に、令和７年度当初予算の概要についてご説明を申し上げます。 

  国内の経済情勢はデフレから完全に脱却し、成長型の経済を実現させる千載一遇のチャン

スではありますが、為替の円安基調や労働者の人手不足もあり、まだ物価上昇が賃金上昇を

上回っている状況であります。 

  こうした状況の下、政府は社会、企業において求められる新しいスキル習得の推進や、医

療、教育、物流などにおけるＤＸの推進、少子高齢化、人口減少を克服し、豊かさと幸せを

実感できる持続可能な地域社会の構築のため、新技術を活用しての社会課題の解決などを重

点的に推進していくこととしております。 

  本町においては、こうした社会情勢や国策の状況を十分に見極め、持続可能な財政運営を

基本としながら、第５次総合振興計画で掲げた６つの政策目標から「恵みの大地と人が結び

合う やすらぎと感動の定住拠点・六戸」の実現に取り組みながら、喫緊の課題解決を優先

とした予算編成といたしました。 

  令和７年度一般会計に特別会計などを合わせた町全体の予算総額は、119億9,991万9,000

円で、前年度より32.8％の減となります。 

  その主な要因は、一般会計では六戸学園建設事業の減少によるものであり、特別会計等で

は国民健康保険事業特別会計と介護保険事業特別会計での給付費の減少によるものでありま

す。 

  一般会計につきましては77億1,300万円で、前年度より42.95％の減となりました。 

  令和７年度は、行政分野では、庁舎空調設備の増設や脱炭素化に向けた各施設の照明器具

のＬＥＤ化を進めてまいります。 

  防災分野においては、設備の老朽化等に伴う防災行政無線の更新や、米沢地区への防火水

槽の設置を進めてまいります。 

  農業振興分野では、新規就農者経営発展支援事業、多面的機能支払交付金事業を継続実施

するほか、スマート農業用機械の導入等に対し補助金を実施いたします。 
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  地域振興の分野では、町内会等の活動を支援するふれあいの郷づくり事業、自主的なイベ

ントや文化活動などを支援するまちづくり町民活動支援事業、地域商業の活性化を図る創業

支援事業を継続実施いたします。 

  保健・福祉分野では、食育推進事業ろくのへ元気プロジェクトや子ども医療費助成の対象

を高校生まで拡大し、継続実施するほか、がん治療をしている方への医療用補正具の購入助

成を実施いたします。 

  基盤整備分野では、国の交付金事業を活用し、引き続き、幹線道路の補修を行うほか、身

近な生活道路の整備及び維持補修につきましても、計画的、効率的に進めてまいります。 

  また、柳沢交差点につきましては、測量設計業務委託を実施し、交差点改良事業を順次進

め早期完成を目指してまいります。 

  教育・文化分野では、残された六戸学園の外構工事や町立図書館建設工事の早期完成を目

指し着実に進めるとともに、六戸学園の充実した学校運営を図りながら、学校給食費の無償

化やトレーニングウエア無償貸与を継続実施してまいります。 

  医療分野では、医療連携を推進するため、地域医療連携推進法人上十三まるごとネットへ

の参加を進めます。 

  以上、令和７年度当初予算の概要を申し述べさせていただきました。 

  それでは、今議会定例会に提案いたしました案件について、その概要をご説明申し上げま

す。 

  承認第１号 専決処分の承認を求めることについては、令和６年度六戸町一般会計補正予

算（第７号）を、令和７年１月22日付、専決第１号をもって専決処分したものです。 

  その内容は、既定の歳入歳出予算の総額に１億1,265万1,000円を追加し、予算総額を歳

入歳出それぞれ142億6,542万3,000円としたものであります。 

  議案第１号 刑法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例案

について申し上げます。 

  本案は、刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係

法律の整理等に関する法律の施行に伴い、所要の改正をするものであります。 

  議案第２号 六戸町課設置条例の一部を改正する条例案について申し上げます。 

  本案は、新たに介護高齢課を設置するため改正するものであります。 

  議案第３号 六戸町議会委員会条例の一部を改正する条例案について申し上げます。 

  本案は、介護高齢課の設置に伴い改正するものであります。 
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  議案第４号 六戸町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例案

について申し上げます。 

  本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一

部を改正する法律の公布に伴い改正するものであります。 

  議案第５号 六戸町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例案について申し上げ

ます。 

  本案は、デジタル手続法が適用されない条例等に基づく手続き等において、デジタルによ

る手続きを行うことができるよう整備するものであります。 

  議案第６号 六戸町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案について申し上げ

ます。 

  本案は、青森県人事委員会からの職員の給与等に関する報告及び勧告に準拠し、職員の給

料月額並びに扶養手当、通勤手当、管理職員特別勤務手当の額等を改定し、定年前再任用短

時間勤務職員に住居手当、寒冷地手当を支給するほか、所要の整備を行うため提案するもの

であります。 

  議案第７号 六戸町立図書館設置条例の一部を改正する条例案について申し上げます。 

  本案は、令和７年６月１日開設の六戸町立図書館の開館に伴い位置を変更するほか、所要

の改正を行うものであります。 

  議案第８号 令和６年度六戸町一般会計補正予算（第８号）について申し上げます。 

  今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から７億1,069万8,000円を減額し、補正後の

予算総額を歳入歳出それぞれ135億5,472万5,000円とするものであります。 

  議案第９号 令和６年度六戸町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）について申

し上げます。 

  今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に49万2,000円を追加し、補正後の予算総額を

歳入歳出それぞれ12億8,272万3,000円とするものであります。 

  議案第10号 令和６年度六戸町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について申し上

げます。 

  今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に23万2,000円を追加し、補正後の予算総額を

歳入歳出それぞれ14億6,530万円とするものであります。 

  議案第11号 令和６年度六戸町下水道事業会計補正予算（第３号）について申し上げます。 
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  今回の補正予算は、資本的収入において1,000万円を増額計上し３億7,671万1,000円とし、

資本的支出においては1,180万円を増額計上し、４億2,465万3,000円とするものであります。 

  議案第12号 令和７年度六戸町一般会計予算につきましては、予算総額を歳入歳出それぞ

れ77億1,300万円を計上いたしました。これは、前年度に比べ58億800万円の減となります。 

  議案第13号 令和７年度六戸町国民健康保険事業特別会計予算につきましては、予算総額

を歳入歳出それぞれ12億3,289万5,000円を計上いたしました。これは、前年度に比べ5,219

万2,000円の減となります。 

  議案第14号 令和７年度六戸町介護保険事業特別会計予算につきましては、予算総額を歳

入歳出それぞれ14億2,910万1,000円を計上いたしました。これは、前年度に比べ1,680万円

の減となります。 

  議案第15号 令和７年度六戸町後期高齢者医療特別会計予算につきましては、予算総額を

歳入歳出それぞれ１億6,357万2,000円を計上いたしました。これは、前年度に比べ372万

3,000円の減となります。 

  議案第16号 令和７年度六戸町国民健康保険診療所事業特別会計予算につきましては、予

算総額を歳入歳出それぞれ３億7,133万5,000円を計上いたしました。これは、前年度に比

べ44万1,000円の増となります。 

  議案第17号 令和７年度六戸町下水道事業会計予算につきましては、収益的支出と資本的

支出の合計額として10億9,001万6,000円を計上いたしました。 

  諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて申し上げます。 

  人権擁護委員として、佐藤徳衛氏を推薦することについて、議会の意見を求めるため提案

するものであります。 

  任期は、令和７年７月１日から令和10年６月30日までの３年間でございます。 

  諮問第２号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて申し上げます。 

  人権擁護委員として、岡田利子氏を推薦することについて、議会の意見を求めるため提案

するものであります。 

  任期は、令和７年７月１日から令和10年６月30日までの３年間でございます。 

  以上、本定例会に提案いたしました案件について概要をご説明申し上げましたが、詳細に

つきましては担当課長よりご説明申し上げますので、慎重にご審議の上、ご承認、ご決議を

いただきますようよろしくお願い申し上げ、説明といたします。 

  ありがとうございました。 



 

－9－ 

 

議  長（下田敏美君） 

  町長の提案理由の説明が終わりました。 

  次に、日程第５ 議員提出議案の一括上程を議題といたします。 

  本定例会に提出されました議員提出議案は、発議第１号の１件であります。 

  これを一括上程いたします。 

  議会運営委員会委員長より提出議案の説明を求めます。 

  ７番、久田伸一君。 

 

議会運営委員長（久田伸一君） 

  それでは、発議第１号 六戸町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例

案について提案理由の説明を申し上げます。 

  本改正は、情報通信技術の活用による行政手続等に関する関係者の利便性の向上並びに行

政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

（令和６年法律第46号）の施行に伴う行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律の改正に対応するとともに、所定の規定の整備のため改正をするもので

あります。 

  この条例は、令和７年４月１日から施行するものです。 

  以上、簡単ではありますが、提案の趣旨をご理解いただき、ご賛同賜りますようお願いを

申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

 

議  長（下田敏美君） 

  議会運営委員会委員長の提案理由の説明が終わりました。 

  次に、日程第６ 議案第12号 令和７年度六戸町一般会計予算、日程第７ 議案第13号

 令和７年度六戸町国民健康保険事業特別会計予算、日程第８ 議案第14号 令和７年度六

戸町介護保険事業特別会計予算、日程第９ 議案第15号 令和７年度六戸町後期高齢者医療

特別会計予算、日程第10 議案第16号 令和７年度六戸町国民健康保険診療所事業特別会

計予算、日程第11 議案第17号 令和７年度六戸町下水道事業会計予算、以上６件を一括

議題といたします。 

  お諮りいたします。 



 

－10－ 

  ただいま議題といたしました令和７年度の予算関係６件の議案審議については、議員全員

をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと

思いますので、これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議  長（下田敏美君） 

  ご異議なしと認めます。 

  よって、予算関係６件の議案審議については、議員全員をもって構成する予算特別委員会

を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたしました。 

  ただいま設置されました予算特別委員会の正副委員長の選任のため、直ちに委員会を第二

会議室に招集いたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩（午前１０時３５分） 

 

再開（午前１０時４４分） 

 

議  長（下田敏美君） 

  休憩を閉じます。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  予算特別委員会における正副委員長の選任の結果について報告がありましたので、お知ら

せいたします。 

  委員長、山本実君、副委員長、高坂茂君がそれぞれ選任されましたので、報告いたします。 

  これをもちまして、本日の議事日程は全部終了いたしました。 

  次の本会議を３月３日午前10時より本議場において再開いたしますので、本席より告知い

たします。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  起立願います。 

  ありがとうございました。 



 

－11－ 

 

散会（午前１０時４５分） 


